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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子式の挟み込み保護を備えると共に、電動機（１）を備えた調整装置の駆動系の熱的
過負荷保護のための装置であって、
　計算機ユニット（１２）と、熱的安全要素（１４）とを有し、
　前記計算機ユニット（１２）は、前記電動機（１）の運転に条件付けられる運転パラメ
ータ（Iist、TA）を考慮したアルゴリズムを用いて、前記駆動系の、又は前記駆動系の構
成部分の、運転温度（TB）を確定し、当該運転温度（TB）が、前記駆動系の熱的過負荷保
護のために最高の優先度を以て設定された第１の温度限界値（T1）に達したとき、前記電
動機の動作を停止せしめると共に、前記駆動系へのエネルギー供給は遮断せずに継続する
ようにして前記電子式の挟み込み保護を能動状態に留まらせるように設けられており、
　前記熱的安全要素（１４）は、前記運転温度（TB）が、前記第１の温度限界値（T1）よ
りも高い温度限界値であってかつ前記駆動系（１）ないしその構成部分の火災の危険又は
煙が発生し始めることが想定される温度として設定された温度限界値である第２の温度限
界値（T2）に達したとき、前記駆動系へのエネルギー供給を遮断するように設けられてい
る
ことを特徴とする駆動系の熱的過負荷保護装置。
【請求項２】
　前記計算ユニット（１２）は、前記第１の温度限界値（T1）に達したときであっても、
挟み込み事故の発生が検出された場合には、その挟み込まれた対象を解放する方向に前記
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駆動系を操作するように設けられている
ことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記熱的安全要素（１４）が、前記電動機（１）の負荷電流（IM）を導く電流担体（１
５、１６）中に組み込まれており、当該電流担体（１５、１６）は、導電路状の結合部と
して設けられて、前記電動機（１）のコミュテータブラシ（９）へと通じている
ことを特徴とする請求項１又は２記載の装置。
【請求項４】
　電動機（１）を備えた調整装置の駆動系の熱的過負荷保護のための方法において、
　前記駆動系の運転中、対象の挟み込みが監視され、挟み込み事故発生が検知された際に
は前記電動機（１）の動作を停止ないし逆駆動させる電子式の挟み込み保護が能動化され
、
　前記駆動系又はその構成部分の運転温度（TB）が確定され、
　前記確定された運転温度（TB）が、前記駆動系の熱的過負荷保護のために最高の優先度
を以て設定された第１の温度限界値（T1）と比較され、温度限界値（T1）に達したときに
は、前記電動機の動作を停止せしめると共に、前記駆動系へのエネルギー供給は遮断せず
に継続するようにして前記電子式の挟み込み保護を能動状態に留まらせ、
　前記運転温度（TB）が、前記第１の温度限界値（T1）を所定の温度値（ΔT12）だけ越
えた温度限界値であってかつ前記駆動系（１）ないしその構成部分の火災の危険又は煙が
発生し始めることが想定される温度として設定された温度限界値である第２の温度限界値
（T2）に達したときには、熱的安全要素（１４）が引き外されて、前記駆動系へのエネル
ギー供給が遮断されるようにする
ことを特徴とする駆動系の熱的過負荷保護方法。
【請求項５】
　前記駆動系における、現下の負荷電流（Iist、TB）、前記電動機（１）の回転速度（ni
st）、及び前記駆動系の周囲温度（TA）のうちの、少なくともいずれか１つが、前記運転
温度（TB）を確定するための運転パラメータとして検出される
ことを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記運転温度（Iist、TA）が、前記駆動系ないしその構成部分の負荷又は負荷に依存す
る熱特性を写像するモデルに基いて、及びアルゴリズムを用いてのうちの、少なくとも一
方によって計算される
ことを特徴とする請求項４または５に記載の方法。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子式の挟み込み保護を備えた自動車の調整装置の駆動系の熱的過負荷保護
のための装置及び方法に関する。
【０００２】
　自動車の電動式に駆動される調整系、特に窓開閉装置、シート調整器、ドア駆動装置又
はスライド開閉式屋根等は、通常、電子式に制御又は調節される電動機及びこの電動機に
よって駆動される調整機構に加え、電子式の挟み込み保護を備えている。この保護機構に
よって、挟み込み事故が監視され、場合によっては駆動系は非能動化されたり、逆駆動さ
れたりする。このことは、駆動部ないし電動機の現下の回転方向が逆にされ、挟み込まれ
た対象が解放されることを意味する。
【０００３】
　このような駆動系はさらに過負荷保護を備えることができ、この過負荷保護は特に、通
常直流電動機として構成された駆動系の電動機を熱的過負荷から保護する。そのような熱
的過負荷保護は種々の方法で、例えば温度検出部のセンサ信号の評価によって、又は例え
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ばPTC又はNTC抵抗のようなサーミスタを駆動系の制御部中に、ないしは電動機に対する電
圧源又は電流源の出力結合部中に包み込むことによって実施することができるにもかかわ
らず、このような対策は駆動系の保護すべき構成部分の通常僅かな場所の関係やコスト上
の理由に基いて問題にならない。
【０００４】
　それにもかかわらず、駆動系ないし保護すべき構成部分、特に電動機の適切な過負荷保
護を実現するため、構成部分ないし電動機の負荷状態についての信頼性のある且つ再現性
可能な表示のため、保護すべき構成部分の目下の温度を、構成部分の特徴量、特に熱抵抗
、熱伝導度及び熱容積を考慮したアルゴリズムを用いて計算することは欧州特許第055976
2 B1号明細書から知られている。
【０００５】
　そのような知的ソフトウエア熱的保護はマイクロコントローラ又はマイクロプロセッサ
を活用し、それらがアルゴリズムを用いて構成部分ないし電動機を過熱から保護する。そ
の際同時に挟み込み保護は少なくとも過熱の初期にはその機能を果たす能力があり、その
結果挟み込み事故において少なくとも駆動系の逆駆動が確保される。
【０００６】
　本発明は、冒頭に述べたような駆動系の熱的過負荷保護のための装置及び方法を提起す
ることを課題とし、その際現存の熱的過負荷保護が突然故障した場合に対しても、特に電
動機の火災又は煙の発生を確実に阻止し得るようにするものである。
【０００７】
　装置に関してこの課題は本発明によれば請求項１の特徴によって解決される。有利な形
態及び変形は、請求項１を引用する従属請求項の対象とするものである。
【０００８】
　方法に関して上述の課題は本発明によれば請求項６の特徴によって解決される。目的に
適った発展形態は、請求項６を引用する従属請求項の対象とするものである。
【０００９】
　それに関して本発明は、運転温度を計算によって確定し、且つ過負荷発生時に駆動系を
挟み込み保護の同時の非能動化を避けながら無電流式に制御する熱的過負荷保護に加えて
、別の保護機構を備え、この保護機構は実際上、上述の、以下ソフトウエア熱的保護とも
いう保護システムが完全に故障した場合にのみ駆動系を完全に作動しないようになってい
る。
【００１０】
　本発明はその際、挟み込み保護を含む熱的過負荷保護が故障した場合には、電動機が煙
を出したり火災の危険は、自動車において通常対応する電流路中に存在するヒューズによ
っては確実には阻止できないという考慮から出発する。その理由は、煙を出すまでに過負
荷された電動機は、対応するヒューズの引き外しに必要な電流限界に達する十分に高い負
荷ないしモータ電流を生じないということにある。
【００１１】
　ソフトウエア熱的保護はしたがって優先的であり、その結果この保護は常に最高の優先
度を持ち、一方別の保護システムは、一方では先に述べた保護システムが完全に故障し、
他方では駆動系ないし電動機又は構成部分の現下の運転温度が特定の温度限界値に達する
かそれを越えるという条件が満たされるときのみ能動化される。この温度限界値は、先に
述べた保護システムの保護、即ちその引き外し動作が定められている温度限界値の上方に
置かれている。
【００１２】
　ソフトウエア熱的保護、即ち監視すべき又は保護すべき構成部分の負荷状態や運転温度
を決定するための相応するアルゴリズムに基いて動作する熱的過負荷保護は約140℃の温
度において、この温度限界値に達したとき電動機へのエネルギー供給が制御技術的に遮断
されるかぎり能動化される。なおその際挟み込み保護が非能動化されることはない。電動
機ないし構成部分又は駆動系の運転温度がこの温度限界値を特定の温度値だけ越えると、
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熱的過負荷保護のための第２のシステムが能動化される。この熱的過負荷保護のための第
２のシステムが能動化される好ましい温度は約190℃の値である。この温度値はその際基
本的に、一方では電動機の過負荷による煙の発生が確実に阻止され、また他方では望まし
くない誤引き外しが起こらないように調整されている。
【００１３】
　第２の過負荷保護として熱的安全要素が設けられるのが有利であり、この安全要素はこ
の第２の温度しきい値に達したとき駆動系ないし電動機又は構成部分へのエネルギー供給
を確実に遮断する。その際この遮断は非可逆的であるのが目的にかなっている。しかしな
がらまた、可逆的な遮断も目的にかなっており、それは例えばサーミスタ又はバイメタル
によって実現可能である。
【００１４】
　熱的安全要素の有利な変形は、電流導体又は導電路部分の熱的所定破断箇所の様式で効
力を生じる断面狭隘部である。その際熱的安全要素は伸長線又はヒューズの様式で作用す
る。この変形は特に電流担体の全体を構成する構成要素として適しており、電流担体は導
電路状の結合部として、特に電動機のロータの電機子巻線と接触する電動機のコミュテー
タブラシに通じている。それ故この変形は既に存在するブラシ保持器中に有利に組み込む
ことができ、このブラシ保持器は既に導電路状の電流担体をブラシと制御される電力段又
は例えばリレーの形の電力部との間の電気的結合部として有する。
【００１５】
　本発明によって得られる利点は、特に、段階をつけられその引き外しに関して優先度を
有する２つの異なるシステムを用意することによって、一方では駆動系ないし電動機又は
構成部分の確実な熱的過負荷保護と同時に確実な挟み込み保護が、そして他方では火災の
危険又は煙の発生の確実な防止が達成される点にある。挟み込み保護を含む熱的保護シス
テム（ソフトウエア熱的保護）により高い優先度を持たせることに基いて、第２の、下位
の熱的過負荷保護は、上位の、より高い優先度を持たせた過負荷保護が例えばハードウエ
ア欠陥に基いて故障したとき初めて能動化されることが保証される。
【００１６】
　したがって本発明による装置及び本発明による方法は、一方では信頼し得る過負荷保護
に加えて同時に常に必要な挟み込み保護を確保し、他方では過負荷保護を含む過負荷保護
の故障の際望ましくない煙の発生等に対する少なくとも対人保護が確保される。このため
目的にかなうように、駆動系ないし構成部分の駆動出力や負荷状態を特徴付ける運転パラ
メータ（ｎist、Iist、TA）が検出される。検出された運転パラメータに基いて、駆動系
の現下の運転温度を表す温度が確定される。
【００１７】
　以下本発明の実施例を図面に基いて詳細に説明する。
【００１８】
　互いに相応する部分はすべての図において同符号が付されている。
【００１９】
　図１は電動機又は直流電動機１を概略的に示し、ウオーム歯車５を駆動するためモータ
軸３を介してウオーム４と結合されたロータ２を有する。ウオーム歯車５は伝動装置の部
分であり、この伝動装置は自動車の、特に窓開閉装置の調整要素のための調整システムの
力の流れ内に接続されている。モータハウジング又は電動機１の極ヘッド６内にはさらに
ステータ７、コミュテータ８及びコミュテータブラシを有するブラシ保持器９が存在する
。
【００２０】
　自動車において車両バッテリ１０を介して行われる電動機１の電圧供給は、リレー又は
パワー半導体素子の形の電力段１１及び操作電子回路１２によって調整される、即ち制御
又は調節される。操作電子回路１２には挟み込み保護と熱的過負荷保護のための計算機ユ
ニットとが、例えば分離されたマイクロコントローラ等として組み込まれている。
【００２１】
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　熱的過負荷（以下ソフトウエア熱的保護という）は、特に欧州特許第0559762 B1号明細
書に詳細に記載されているような特定のアルゴリズムにしたがって動作し、同明細書の内
容についてすべてが関連する。このアルゴリズムは動作条件パラメータに基いて、特に、
電流センサ１３aによって検出される負荷又は実際電流Iist、例えばホールセンサ１３bに
よって検出される現下のモータ回転速度ｎist、並びに例えば電動機１の周囲に置かれた
温度センサ１３cに基いて、電動機１の運転温度TBないし先ずその負荷状態及びそれに基
いて運転温度TBを計算する。周囲温度や外部温度TAを検出するセンサ１３cは、利用でき
る取り付け空間に応じてうまくゆけば電動機１のモータハウジング６内に、又は少なくと
もモータハウジングのすぐ近傍に配置される。
【００２２】
　アルゴリズム又は操作電子回路１２のソフトウエアに基いて確定又は計算された電動機
１の動作温度TBが第１の予め与えられた温度しきい値T1を上回ると、操作電子回路は出力
又はエネルギー供給、即ち電力段１１からブラシないしブラシ保持器９を介してコミュテ
ータ８へ、またコミュテータ８を介してロータ２の巻線に導かれる実際又はモータ電流IM
を遮断するための制御信号SOFFを発生する。そのような過負荷状態において、電動機１に
よって駆動される駆動機構の調整システム内に物体又は対象の挟み込みの危険が存在する
ことによって操作電子回路１２が挟み込み事故を識別すると、電動機１は停止するのみな
らず、さらにその以前の回転方向の反転によって少なくともわずか逆転され、その結果場
合によって挟み込まれた対象は解放される。
【００２３】
　操作電子回路１２ないしソフトウエア熱的保護を担当するハードウエア構成部分が故障
した場合に対して、熱的過負荷保護は付加の安全要素１４によって引き受けられる。この
安全要素１４は電力段１１とコミュテータブラシないしブラシ保持器９との間の電流又は
出力路１５内に接続されている。
【００２４】
　熱的安全要素１４は伸長線又はヒューズの原理にしたがって目的にかなうように動作し
、熱的安全要素１４を表す機能モジュール内に破線によって示されているようなものであ
る。
【００２５】
　熱的安全要素１４は電動機１への電流又は出力路中に結び付けられたばね要素として形
成することができる。このばね要素はその際、たとえば導電路部分として形成された電流
路内に両側で２つのろう付け点間に保持され、そこに電気的に接触されるようにすること
ができる。過負荷が生じた場合、即ち相応に高い電流値の負荷又はモータ電流が特定の時
間流れる場合、ろう付け点のいずれかのろうが溶け、その結果安全要素１４のばねバイア
スによって接触が自然発生的に遮断される。
【００２６】
　例えば図２及び３はバイアスをかけられたばね要素１４１を示し、そのばね端１４１a
、１４１bは電流路１５内に対応するろうパッド１６a及び１６bの形のろう接触を用いて
機械的に保持されかつ電気的に接触している。電動機１の運転温度TBが第１の温度限界値
T1より高い値にある第２の温度しきい値T2を上回ると、ろうパッドのいずれか（ここでは
ろうパッド１６a）が溶ける。この結果、ばねバイアスに基いてばね要素１４１は図示矢
印の方向に収縮し、したがって電流路１５はこの場所において負荷ないしモータ電流IMの
さらなる電流供給に対し遮断される。
【００２７】
　図４及び５に従う実施形態においては、熱的安全要素は板ばね又はたわみばね１４２と
して形成されている。ここでも両側でろうパッド１６a、１６bによって機械的に保持され
かつ電流路１５内に電気的に接触するばね要素１４２は、第２の温度限界値T2に達するか
上回ると、電動機１の相応の熱発生に続いてろうパッド１６のいずれか（ここではろうパ
ッド１６b）が溶けることによって、電流路１５内の電流供給を遮断する。
【００２８】
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　図５及び６に従う実施形態においては、電流路１５自体が断面を狭めることによって形
成された所定破断箇所１４３により作り上げられており、この破断箇所が熱的安全要素１
４となる。電動機１の相応の熱発生に続いて運転温度TBの到達又は上回りが、ここでは安
全要素１４を形成する所定破断箇所１４３の熱的に引き起こされたほどけに導き、その結
果電流IM及び従って電動機１へのエネルギー供給が非可逆的に遮断される。
【００２９】
　ソフトウエア熱的保護の第１の温度限界値T1は例えば約140℃に指定されているのに対
し、付加の、しかし下位の熱的過負荷保護が作動する第２の温度限界値T2は例えば約190
℃の値である。その際第１の温度限界値T1と第２の温度限界値T2との間の温度差ΔT12は
、挟み込み保護を確保するため、上位の可逆的のソフトウエア熱的保護が熱的安全要素１
４によって実現される下位の過負荷保護に対し常に優先的であるように定められている。
したがって、安全要素１４の形の付加された下位の熱的過負荷保護によって、上位の熱的
過負荷保護が特にソフトウエアの誤り又はハードウエア欠陥に基いて故障したとき、電動
機１の火災の危険又は煙の発生が確実に回避される。それによってここでも相応の対人保
護が保証されている。
【００３０】
　図８は有利な実施形態を示し、この実施形態においては、図２～７、とりわけ図６及び
７に示されているような安全要素１４が電動機１のブラシ保持器９内に組み込まれている
。安全要素１４は所定破断箇所の様式で、或は伸長線又はヒューズの機能様式で、ブラシ
保持器９内においてコミュテータブラシに通じる電流路１５の導電路部分１７内に収容さ
れていることが認められる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】自動車における電気式の窓開閉駆動部のための電動機及び2段階の熱的過負荷保
護を有する電動機の操作装置の機能要素の概略図である。
【図２】２つのろう付け箇所間のばね素子として形成された熱的安全要素の引き外されて
いない状態の説明図である。
【図３】２つのろう付け箇所間のばね素子として形成された熱的安全要素の引き外された
状態の説明図である。
【図４】板ばねとして形成された熱的安全要素の引き外されていない状態の説明図である
。
【図５】板ばねとして形成された熱的安全要素の引き外された状態の説明図である。
【図６】熱式所定破断箇所として形成された安全要素の引き外されていない状態の説明図
である。
【図７】熱式所定破断箇所として形成された安全要素の引き外された状態の説明図である
。
【図８】ブラシ保持器の全体の構成部分としての図６及び７による安全要素の説明図であ
る。
【符号の説明】
【００３２】
　１　電動機
　２　ロータ
　３　モータ軸
　４　ウオーム
　５　ウオーム歯車
　６　モータハウジング/極ヘッド
　７　ステータ
　８　コミュテータ
　９　ブラシ保持器
　１０　バッテリ
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　１１　電力段
　１２　操作電子回路
　１３a  電流センサ
　１３b  ホールセンサ
　１３c  温度センサ
　１４　安全要素
　１５　電流路
　１６　ろうパッド
　１７　導電路部分
　１４１　ばね要素
　１４２　板/たわみばね
　１４３　所定破断箇所
　Iist　実際/負荷電流
　ｎist　モータ回転速度
　IM　負荷/モータ電流
　TA　周囲/外部温度
　TB　運転温度
　T1　第１の温度限界値
　T2　第２の温度限界値

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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